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第１章 総 則 

 

１ 計画の目的 

箱根町で大規模災害が発生した場合、職員や庁舎の被災により行政機能が低下する中

で、膨大な災害対応業務を行う必要があることから、国や他の自治体、民間団体等からの

人的応援を円滑に受入れ、最大限活用することが求められる。 

そのため、外部からの人的応援を円滑に受入れ、効果的な災害応急対策や迅速な被災者

支援、さらには災害復旧・復興に取り組むために、「箱根町受援計画（人的応援）」（以

下「本計画」という。）を策定する。 

 

２ 本計画の位置づけ 

災害発生時は、複雑かつ多岐にわたる業務を処理する必要があるため、各種計画におい

て定める業務を改め次のとおり整理する。 

① 箱根町地域防災計画は、災害予防、災害応急対策、災害復旧等の計画を定める。 

② 箱根町業務継続計画は、非常時優先業務を定める。 

③ 箱根町受援計画（人的応援）は、箱根町地域防災計画及び箱根町業務継続計画で定

める業務の中で、災害発生後すぐに対応を行うべき業務のうち、人的応援を受けなが

ら実施することが望ましい業務について人的応援の受入れ手順を定める。 

なお、本計画は、箱根町地域防災計画の下位計画として受援の詳細を規定すると

ともに、箱根町地域防災計画や箱根町業務継続計画に定める業務を災害発生時に円

滑に実施するため、外部からの応援を最大限活用できるよう本計画を作成し、地域

防災計画と箱根町業務継続計画を下支えする。 

 

 

 

 

 

 

              人的資源の 

              不足を補う 

 

 

図１ 地域防災計画・業務継続計画と受援計画の関係 

 

 

箱根町地域防災計画 

町の災害に係る基本的かつ総合的な計画 

箱根町業務継続計画 

非常時優先業務の特定及び業務

の執行体制、業務の継続に必要な

資源の確保等を定める計画 

箱根町受援計画（人的応援） 

応援要請や受入に関する体制及

び人的応援の受け入れ要領を具体

化した計画 



2 

３ 本計画が対象とする災害 

  本計画は、｢神奈川県西部地震｣、「南海トラフ巨大地震」、｢都心南部直下地震｣などの

大規模地震災害を主に想定しているが、風水害、火山等の自然災害も対象とするもので、

その他の危機事象においても準用する。 

 

４ 計画の発動 

大規模災害発生時に人的資源の不足が予想される場合に本計画を発動する。 

発動条件は次のとおりとする。 

（１）町域で｢震度６弱｣以上の地震が観測されたとき。 

（２）町域で｢震度５強｣以上の地震が観測された場合は、被害の状況により災害対策本部で

人的応援の必要性を判断する。 

（３）災害救助法の適用を要する被害が発生したとき。 

（４）災害対策本部長（町長）が必要と認めたとき。 

※ 震度５強以上の場合、甚大な人的被害、建物被害等が想定されることから、国は 

救助部隊（自衛隊、緊急消防援助隊、警察災害派遣隊）や被害防止部隊（ＴＥＣ-Ｆ

ＯＲＣＥ：緊急災害対策派遣隊）、医療救護部隊（ＤＭＡＴ等）の派遣を検討するほ

か、県及び災害時相互応援協定締結団体等から先遣隊が派遣されることも予測され、

受入体制を構築する必要がある。 

 

５ 人的応援の根拠法令等 

災害対策基本法及び災害時相互応援協定に基づく応援 

種別 要請先 要請内容 根拠法令等 

人
的
応
援 

指定地方行

政機関の長 

指定地方行政機関の職員の

派遣 
災害対策基本法第29条第2項 

県知事 

1 指定地方行政機関の職

員派遣の斡旋 

２ 県職員の派遣 

３ 応援の要求又は応急対

策の実施 

４ 自衛隊災害派遣部隊の

派遣要請 

５ 緊急消防援助隊の派遣 

１ 災害対策基本法第30条第１項 

 

２ 災害対策基本法第30条第２項 

３ 災害対策基本法第68条 

 

４ 災害対策基本法第68条の２第 

１項 

５ 消防組織法第44条第１項 

他の市町村

長等 

１ 応援の要請 

２ 消防に関する応援 

３ 水防に関する応援 

１ 災害対策基本法第 67 条第１項 

２ 消防組織法第 39 条第１項 

３ 水防法第 23 条第１項 

他の団体等 協定等に定める事項 災害時相互応援協定 
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第２章 受援体制 

 

１ 受援のための組織体制 

（１）受援係の設置 

総務部総務防災班に、人的応援に関する庁内外の調整や調整会議の開催等を行う「受

援係」を設置する。 

また、各班が必要とする人的応援を調整する受援窓口担当職員（連絡員兼）を（以下

「受援担当」という。）を配置する。 

（２）受援体制及び受援調整会議の開催 

受援係は、総務防災課長または危機管理官を総括責任者とし、受援係には「人的応援

窓口」（総務防災班：２～３名）を置き、人的応援の要請・受入れ等に関する『受援調

整会議』を開催し総合調整を担う。なお、必要と認める場合は、受援の調整に精通して

いる外部の職員を人的支援の一環として要請し、体制の強化を図る。 

 

２ 受援組織（受援調整会議）の任務 

（１）事務局 

区 分 担当職 任 務 

本部事務局 
総務防災課 

防災対策室職員 

・災害情報の収集 

・自衛隊への応援要請（受け入れ準備） 

・物資の管理及び在庫把握 

各   班 
各班計画 

（連絡員兼） 
・事務局へ受援担当を派遣 
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（２）受援係（総務防災班：受援調整会議の組織構成） 

職名 担当職 任務 

係長 
総務防災課長 

危機管理官 

・受援調整会議の開催 

・応援要否の状況把握 

・応援要請内容の取りまとめ精査 

・県や応援職員等派遣機関との受入調整 

副係長 副課長 

受援係 総務防災班 

 

（３）各班受援担当（受援調整会議の組織構成） 

区分 担当職 任務 

各班 

共通 
副課長又は 

次席の職員 

・応援要否の把握 

・応援要請を受援係に報告 

・受援調整会議への参加 

・活動拠点等の調整 

・名簿作成、受入れ、健康管理 

各避難所

担当 

・応援人員の配置調整 

・避難所及び物資集積拠点の運営・調整 

企画班 ・人員及び物資輸送運営・調整 

 

３ 神奈川県災害対策本部の組織体制（連絡窓口）（※受援に関わる部門を抜粋） 

組織体制 

  

県災害対策本部 

  

統制部（県庁第二分庁舎７F) 

  

指令調整班、消防調整班、航空機運用調整班 

市町村応援班 

県災害活動中央基地（総合防災センター） 

 上記のほか、管理班、コンビナート班、広報班、秘書班、消費生

活班、温泉地学研究所（温泉地学研究所） 

政策部 

   県災害救援ボランティア支援センター（かながわ県民センター） 

健康医療福祉調整本部 

  保健医療福祉調整班・福祉調整班（県庁第二分庁舎７F） 

県土整備部（県庁新庁舎 11,12F） 

県現地災害対策本部（各地域県政総合センター） 
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第３章 人的応援の受入手順 

 

１ 人的応援の種類 

人的応援は、国、地方公共団体、民間企業、ボランティアなどから、様々な制度・枠組

みに基づき行われる。 

人的応援の枠組みと種類は次のとおり。 

枠組み 応援の種類 

箱根町 
・相互応援協定や民間企業等の協力に基づく応援 

（箱根町地域防災計画 協定編参照） 

神奈川県 

・県内市町村相互応援に関する協定に基づく応援 

・都道府県間相互の応援協定に関する協定や民間企業等との協定

に基づく応援 
 

全国自治体 

・全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定に基づく

応援（全国知事会の調整） 

・全国市長会、全国町村会の調整による応援 

・指定都市市長会の調整による応援 

・応急対策職員派遣制度による応援 

（避難所運営やり災証明書の交付等の災害対応業務を支援する

ため、「対口支援方式」により応援職員が派遣） 

国等 

・自衛隊災害派遣（防衛省） 

（捜索救助、水防活動（土のう作成、運搬等）、応急医療、防疫、

炊飯、給水、入浴支援等) 

・緊急消防援助隊（総務省消防庁） 

（大規模火災発生時の延焼防止等消火活動、要救助者の検索、

救助活動、高度救命用資機材による救急活動、消防防災ヘリコ

プターによる消防活動等） 

・警察災害派遣隊（警察庁） 

（避難誘導、救出救助、検視、死体見分、身元確認の支援、緊

急交通路の確保及び緊急通行車両の先導、行方不明者の捜索

等） 

・ＴＥＣ-ＦＯＲＣＥ：緊急災害対策派遣隊（国土交通省） 

（災害対策用ヘリコプターによる被災状況調査、市町村へのリ

エゾン派遣、被災状況の把握、Ｋｕ-ＳＡＴ（衛星小型画像伝送

装置）による監視体制確保、被災自治体への技術的助言、排水

ポンプ車による緊急排水、捜索活動への技術的助言） 
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・ＤＭＡＴ：災害派遣医療チーム（厚生労働省） 

（災害現場でのトリアージ、緊急治療等（現場活動）、被災地

内での患者搬送及び搬送中の診療等（域内搬送）、被災地内の

災害拠点病院でのトリアージ、診療等（病院支援）、被災地内

での対応が困難な重症患者の被災地外搬送のためのトリアージ

及び搬送中の診療棟並びに広域搬送拠点臨時医療施設における

活動（広域医療搬送）） 

・ＪＭＡＴ（日本医師会） 

（医療支援と健康管理、公衆衛生支援、被災地医師会支援、検

視、検案支援） 

・ＤＰＡＴ：災害派遣精神医療チーム（厚生労働省） 

（精神科医療の提供、精神保健活動への専門的支援、被災した

医療機関への専門的支援（患者避難への支援を含む）、支援者

（地域の医療従事者、救急隊員、被災自治体職員等）への専門

的支援） 

・ＤＷａｓｔｅ Ｎｅｔ：災害廃棄物処理支援ネットワーク（環境省） 

（処理困難物対応等に関する現地支援、災害廃棄物の収集、運

搬、処理に関する現地支援、被災状況等の情報及び災害廃棄物

の推計、災害廃棄物処理の管理・運営体制の構築） 

・日本水道協会 

（応急給水活動（給水車の派遣）、応急復旧活動（応急復旧に従

事する職員の派遣等）、技術的支援（施設の復旧等に関わる技術

的助言に関する支援）、応急給水、応急復旧に必要な物資、資機

材等の提供） 

・日本下水道協会 

（応急復旧活動（応急復旧に従事する職員の派遣等）、技術的

支援（施設の復旧等に関わる技術的助言に関する支援）、応急

復旧に必要な物資、資機材等の提供） 

・ＭＩＣＴＥＡＭ（総務省） 

・文化財調査官（文化庁） 

その他 ・自主的な応援（ボランティア） 
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２ 要請から受け入れまでの基本的手順 

（１）発災当初の災害対応業務 

発災当初の災害応急対策業務は、関係機関等から人命救助を最優先とした応援部隊等

の要請を行い、その他の業務は応援職員等の支援が得られるまでの間（２～３日）は町

独自で対応することを基本的な考えとする。 

 【発生直後からの主なタイムライン（人命救助を主体した業務）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）関係機関等からの応援部隊要請に関する調整 

 受援係は、県(県西地域県政総合センターから派遣されている県職員を含む。)に対

し、応援の必要性を連絡し、応援の内容と規模等について調整する。 
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（３）応援職員に関する調整 

ア 受援係は、職員の参集状況や被災状況などを踏まえ、県（県西地域県政総合センタ

ーから派遣されている県職員を含む。）に対し応援の必要性を連絡し、応援の内容と

規模等について調整する。 

イ 受援係は、応援職員等の要請や災害マネジメントへの不安がある場合、県との調整

を図り、知見のある県職員や応急対策職員派遣制度に基づく｢総括支援チーム｣の派遣

を要請する。 

ウ 受援係及び応援職員を要望する班は、県職員等の受入れに当たり必要となる執務ス

ペースを確保するなど受け入れを準備する。 

 

 

【備考】 

応急対策職員派遣制度とは、大規模災害発生時に全国の地方公共団体の人的資源

を最大限に活用して被災市区町村を支援するための全国一元的な応援職員の派遣の

仕組み。本制度は、被災都道府県内の地方公共団体による応援職員の派遣だけでは

被災市区町村において完結して災害対応業務を実施できない規模の災害が発生した

場合に、被災都道府県以外の地方公共団体からの応援職員を派遣する仕組み。 

（以下、応急対策職員派遣制度に基づく応援職員の派遣を総括して「応援職員

等」という。） 

支援に当たる応援職員等は、総務省が主体となって都道府県又は指定都市を原則

として１対１で被災市町村に割り当て、対口支援団体を決定する。 

総括支援チームとは、被災市区町村の長への助言、幹部職員との調整、被災市区

町村における応援職員のニーズ等の把握、被災都道府県をはじめとする関係機関及

び総務省との連携等を通じて、被災市区町村が行う災害マネジメントについて総括

的に支援する。 

・災害マネジメント総括支援員として登録された者１名 

・災害マネジメント支援員として登録された者など、避難所運営業務や罹災証明 

書の交付業務等に関する知見を有する者 １～２名 

・連絡調整要員 １～２名 
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３ 人的応援を受け入れて実施すべき業務 

（１）受援対象業務の選定 

受援対象業務については、「箱根町業務継続計画」に記載されている、災害応急対策

業務のうち、人員が不足すると考えられる業務を選定 

班 名 
災害応急対策業務 

※ 丸数字は優先順位を示す。 
応援要請する機関等 

災害対策 

本部事務局 

全期間 

① 本部会議の運営 

② 所属部の災害情報の収集及び地震

情報の収集 

③ 災害活動に関する情報の管理と各

部・関係機関との情報の共有化 

④ 本部長の命令伝達 

⑤ 本部会議と所属部との連絡 

⑥ 部相互間の連絡調整 

・ TEC-FORCE（緊急災害対

策派遣隊（リエゾン）（災

害対策現地情報連絡員）） 

・ 応援職員等 

 

総務防災班 

(受援係) 

１ 優先度Ａ(発生～１日以内) 

 ① 状況把握 

 ② 職員参集及び把握 

③ 通信手段の確保 

④ 避難・誘導（道路啓かい） 

⑤ 人命救助（自治会への要請） 

２ 優先度Ｂ(３日以内) 

⑥ 避難所運営 

 ⑦ 生活支援 

⑧ 応急対策職員派遣制度等 

３ 優先度Ｃ（発災３日以降） 

⑨ り災証明発行のための住宅被害認

定調査(り災証明の発行) 

⑩ 被害調査の取りまとめ及び県への

報告 

・ 自衛隊災害派遣 

・ 緊急消防援助隊 

・ TEC-FORCE（緊急災害対

策派遣隊（リエゾン）（災

害対策現地情報連絡員）） 

・ 警察災害派遣隊 

・ 小田原警察 

・ 小田原医師会(箱根班) 

・ 小田原保健福祉事務所 

・ 箱根水道パートナーズﾞ 

・ 東京電力(株）小田原支

店 

・ 箱根町建設業協会 

・ 箱根温泉旅館ホテル協

同組合 

・ 県土家屋調査士会 

・ 応援職員等 
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町民班 

及び 

前進基地 

１ 優先度Ａ(発生～１日以内) 

 ① 状況把握 

・ 被害情報及び避難者の状況 

② 前進基地及び避難所開設 

③ 共助による人命救助 

・ 自治会及び自主防災組織による

救助隊の編成及び救出活動 

２ 優先度Ｂ(３日以内) 

④ 避難所の運営 

⑤ 町民相談窓口（災害情報含む） 

３ 優先度Ｃ（発災３日以降） 

⑥ 避難所運営（救援物資受入） 

⑦ 遺体安置所の開設・運営 

・ 救助犬訓練士協会 

・ 全日本冠婚葬祭互助協  

 会 

・ 社団法人全国霊柩自動

車協会 

・ 応援職員等 

 

財務班 

１ 優先度Ａ(発生～１日以内) 

 ① 被害状況把握（庁舎、町営住宅） 

 ② 公用車車両運用統制 

（輸送力の確保及び輸送車両等の配

車<負傷者・り災者の輸送含む>） 

③ 緊急車両の確認申請 

２ 優先度Ｂ(３日以内) 

④ 災害応急対策等に要する経費 

３ 優先度Ｃ（発災３日以降） 

⑤ 応急仮設住宅の建設 

⑥ 応急復旧に係る資金計画の作成 

・ 神奈川県県トラック協会 

小田原地区支部 

・ 神奈川県トラック協会 

・ 応援職員等 

 

税務班 

１ 優先度Ａ(発生～１日以内) 

 ① 状況把握 

・ 火災発生、倒壊家屋数 

・ 倒壊による要救出現場数 

２ 優先度Ｃ（発災３日以降） 

② 被害状況把握（倒壊家屋数） 

③ 住宅等の被害調査 

④ 住家の被害認定 

⑤ 災害に伴う諸税の免除・微収 

・ 建築士事務所協会 

・ 県土地家屋調査士会 

・ 応援職員等 
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会計班 

１ 優先度Ａ(発生～１日以内) 

 ① 災害救助資金の出納 

２ 優先度Ｂ(３日以内) 

② 義援金の取扱い 

３ 優先度Ｃ（発災３日以降） 

③ 災害義援金の取扱い 

・ 応援職員等 

 

企画班 

１ 優先度Ａ(発生～１日以内) 

① 報道対応 

２ 優先度Ｂ(３日以内) 

 ② 情報伝達(住民への警戒呼び掛け) 

３ 優先度Ｃ（発災３日以降） 

③ 災害報告書の作成 

（撮影、記録、ＨＰ更新） 

・ 報道機関 

・ 応援職員等 

 

観光班 

１ 優先度Ａ業務（発生～１日以内） 

① 状況把握 

・ 観光客、観光施設 

② 帰宅困難者の避難 

・ 観光施設又は避難所への緊急安

全確保処置 

２ 優先度Ｃ（発災３日以降） 

 ③ 観光施設の被害調査 

・ 箱根町観光協会 

・ 伊豆箱根鉄道（株） 

・ 株式会社小田急箱根 

・ 応援職員等 

 

福祉班・ 

子育て支援

班 

１ 優先度Ａ(発生～１日以内) 

 ① 状況把握（福祉施設の状況） 

② 要配慮者等の避難 

・ 高齢者、障害者等の要配慮者等

の避難誘導 

③ 福祉避難所の開設・運営 

④ 児童・園児・生徒の保護 

 ・ 保育園児、幼児学園、放課後ク

ラブ利用園児の避難及び保護 

２ 優先度Ｂ(３日以内) 

 ⑤ 被害調査 

３ 優先度Ｃ以降（発災３日以降） 

 ⑥ 町営住宅の被害調査及び応急処置 

 ⑦ 社会福祉協議会との調整 

・ ボランティア運営 

・ 箱根町社会福祉協議会 

・ 応援職員等 
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保険 

健康班 

１ 優先度Ａ(発生～１日以内) 

① 被害状況の把握 

・ 医療施設の状況、負傷者数 

・ 医療可能機関・施設の把握 

 ② 救急搬送及に関する調整 

③ 医療活動に関する調整 

・ 小田原医師会(箱根班)との連絡 

・ 医療救護所の設置  

救急医療品セットが備蓄されて

いる小学校等に、医療救護所設置 

・ 医療救護班編成及び医療救護 

・ 災害拠点病院（県立足柄上病院、

小田原市立病院）への搬送 

・ 県への医療支援要請（県医師会、

県歯科医師会への連絡連携要領） 

２ 優先度Ｂ(３日以内) 

 ④ 救援物資調整 

・ 医療薬品衛生資材の確保・配分 

⑤ 生活必需品の把握及び要請 

３ 優先度Ｃ以降（発災３日以降） 

⑥ 広域医療支援受け 

・ 災害拠点病院及び県外への搬送 

⑦ 義援物資の取扱い等 

・ 小田原医師会 

・ 小田原医師会箱根班 

・ 日本赤十字社神奈川県

支部 

・ 県医師会 

・ 県歯科医師会 

・ 小田原薬剤師会 

・ 応援職員等 

 

都市 

整備班 

１ 優先度Ａ・Ｂ業務(発生～３日以内) 

 ① 道路・河川被害状況の把握 

 ② 道路閉塞対策 

  ・ 緊急交通路の確保 

・ 交通途絶箇所及び交通う回路線

の表示及び救出活動 

２ 優先度Ｂ(３日以内) 

③ 重要土木施設の危険情報及び被害

状況の調査報告 

・ 砂防、地すべり等 

・ 建築物の応急危険度判定 

３ 優先度Ｃ以降（発災３日以降） 

 ④ 住宅障害物との除去 

・ 箱根町建設業協会  

・ 応援職員等 
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上下水道 

温泉班 

１ 優先度Ａ(発生～１日以内) 

① 断水対策 

・ 水道施設、断水地域の被害把握 

・ 重要水道施設の応急復旧 

（飲料水の確保） 

・ 重要施設に対する緊急給水 

２ 優先度Ｃ以降（発災３日以降） 

② 公共下水道の復旧 

・ 自衛隊 

・ 箱根水道パートナーズ 

・ 日本水道協会神奈川支  

 部 

・ 神奈川県企業庁(応急給水) 

・ 箱根管工事協同組合 

・ 応援職員等 

環境班 

１ 優先度Ａ(発生～１日以内) 

① 被害状況(ごみ、し尿処理施設) 

２ 優先度Ｂ(３日以内) 

② 被災地のごみ、し尿、死亡家畜等

の処置 

３ 優先度Ｃ以降（発災３日以降） 

③ ごみ、し尿施設の応急復旧 

④ 災害廃棄物処理及び清掃 

・ 県建物解体業協会 

・ 県産業廃棄物協会 

・ 広域一般廃棄物事業協

同組合 

・ 応援職員等 

学校 

教育班 

１ 優先度Ａ(発生～１日以内) 

① 学童・園児の安全対策 

・ 児童・園児・生徒の保護 

② 避難所の開設・運営 

２ 優先度Ｂ(３日以内) 

 ③ 被災状況調査 

３ 優先度Ｃ以降（発災３日以降） 

④ 児童及び生徒の被災状況把握 

・ 応援職員等 

生涯 

学習班 

１ 優先度Ａ(発生～１日以内) 

① 被害状況の把握 

・ 観光施設、文化財、帰宅困難者 

② 帰宅困難者対策 

２ 優先度Ｂ(３日以内) 

３ 優先度Ｃ以降（発災３日以降） 

・ 応援職員等 

議会 

事務局班 
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４ 人的応援の要請要領 

（１）応援部隊の要請 

ア 自衛隊災害派遣 

（ア） 派遣要請 

担 当 内 容 様 式 

災害対策

本部 

災害対策本部は、３要件を総合的に勘案し、生命または財産

を保護する応急救護及び応急復旧のために必要と判断した場

合、自衛隊の災害派遣の要請を決定する。 

３要件：緊急性① 公共性② 非代替性③ 

① 状況からみて差し迫った必要性がある 

② 公共の秩序を維持する観点において妥当性がある 

③ 自衛隊の派遣以外に適切な手段がない 

－ 

受援係 

(事務局) 

・ 災害対策本部による自衛隊の要請の決定を受けて、「自衛

隊派遣要請書（様式1-1）」に記入し、県西地域県政総合セ

ンター（連絡員）の経由または県災害対策本部に提出する。 

・ 事態が切迫し要請する時間がない場合、若しくは通信の途

絶等により県災害対策本部に要請の依頼ができない場合に

は、その旨及び災害状況を直接自衛隊に通知することができ

る。この場合、通信の復旧等事後、速やかに知事に通知しな

ければならない。 

様式 

1-1 

  （イ） 撤収 

担 当 内 容 様 式 

災害対策 

本部 

・ 災害派遣の目的を達成した場合またはその必要がなくなっ

た場合、自衛隊の災害派遣の撤収を決定する。 

様式 

1-2 

 

イ その他の応援部隊 

（ア） 応援の要請   

担 当 内 容 様 式 

受援担当 

・ 各部・班から広域応援要請を行う場合は、要請を各部・班

が行うものとする。 

・ その際、「受援シート（様式２）」に記入し、受援係に提

出・報告する。 

様式２ 

受援係 

・ 受援担当から「受援シート（様式２）」に記入したものを

受領し、「受援管理表（総括）（様式３）」に記入し、災害

対策本部に報告する。 

様式２

様式３ 
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  （イ） 応援要請の決定 

担 当 内 容 様 式 

災害対策 

本部 

・ 「受援管理表（総括）（様式３）」応援要請を災害対策本部

会議で決定する。 

※ 緊急、その他の事情により災害対策本部会議を開催でき

ない場合は、本部長が決定する。 

様式３ 

  （ウ） 広域応援要請の正式要請 

担 当 内 容 様 式 

受援係 

・ 「応援要請書（様式４）」を作成し、要請先へ正式要請す

る。 

※ 「応援要請書（様式４）」を送付する暇がない場合は、

取り急ぎ口頭、メール等にて要請し、事後、公文書を発出

する。 

様式４ 

 

ウ 応援部隊等の活動拠点 

（ア）全般 

広域応援部隊の活動拠点となる集結地や滞在するための候補地を選定するととも

に速やかに確保する。 

（イ）防災拠点等の候補地 

名 称 候 補 地 

防災拠点 

【災害対策本部指揮所、TEC-FORCE】 

本庁舎（代替え施設：前進基地から災害の状況に応じ選定） 

 

【消防及び緊急消防援助隊指揮所】 

箱根町消防署本部 

地域防災拠点 

【前進基地】 

温泉出張所、宮城野出張所、仙石原出張所、箱根出張所 

 

【指定避難所】 

２７ヵ所（発災３日目以降は自治会で運営） 

 

【応急救護所】 

〇 応急救護所の開設 

医療救急医療品セットが備蓄されている小学校等を中心

に、被害状況及び医師の派遣状況を考慮して、応急救護所を

１～２カ所を開設する 



16 

【備考】：医療救急医療品セット保管施設 

（湯本小学校、恵明学園、総合保険福祉センターさくら館、

仙石原小学校、箱根幼稚園） 

 

〇 医師の要請 

 町において編成する救護班のみでは応急対策に支障をき

たす場合は、知事に対し医療救護班の救護派遣を要請 

〇 連絡手段 

・ 衛星電話：１台  ０１４－５７６－１（総務防災課） 

・ 閉域スマホ    ３２９０（宿直室） 

 ３９３７（小田原市立病院） 

・ 神奈川県防災行政通信網：IP電話２２９０（第 5会議室） 

２２９１(総務防災課) 

〇 小田原医師会箱根班 

仙石原永井医院（班長）、尾泉内科医院、箱根吉田整形外科、

元箱根木村医院、土屋医院、箱根リハビリテーション病院 

〇 緊急ヘリポート 

地域防災計画 資料編：「資料6-ヘリコプター発着場適地

一覧表」参照 

 

【ボランティア】 

箱根町社会福祉協議会にボランティアセンターを設置 

地域防災拠点 

【備蓄品、救護物資の中継・配布】 

〇 湯本・畑宿ブロック 

・ 拠 点：（指揮所） 本庁舎 

（物品受中継所）湯本小学校または湯本地域 

       スポーツ施設 

・ ヘリポート：湯本小学校運動場 

〇 大平台・宮ノ下・二ノ平・宮城野ブロック 

・ 拠 点：（指揮所）温泉出張所、宮城野出張所 

（物品受け中継所）さくら館 

・ ヘリポート：箱根中学校 

〇 仙石原ブロック 

・ 拠 点：（指揮所）仙石原出張所（文化センター） 

（物品受け中継所）仙石原小学校または 

仙石原浄水センター 
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・ ヘリポート：仙石原小学校運動場 

〇 芦之湯・箱根ブロック 

・ 拠 点：（指揮所）箱根出張所 

（物品受け中継所）レイクアリーナ運動場（箱

根町総合体育館）、箱根地域

スポーツ施設 

・ ヘリポート：箱根町総合体育館横運動広場、箱根くら

かけゴルフ場駐車場 

 

【応急給水活動（避難所を対象とした重要給水施設の指定）】 

〇 上下水道温泉班 

 地域名 優先順位 施設名 

１ 湯本地域 

１ 湯本小学校 

２ 山崎集会所 

３ 湯本幼児学園 

４ 湯本仲町集会所 

５ 畑宿寄木会館 

２ 温泉地域 

１ 恵明学園 

２ 大平台集会所 

３ 社会教育センター 

４ 温泉公民館 

３ 宮城野地域 

１ 箱根中学校 

２ 箱根の森小学校 

３ やまなみ荘 

４ さくら館 

５ 宮城野公民館 

６ 宮城野温泉会館 

７ 宮城野保育園 

４ 仙石原地域 

１ 仙石原文化センター 

２ 
レイクアリーナ 

（箱根町総合体育館） 

３ 仙石原小学校 

４ 星槎学園箱根キャンパス 

５ 仙石原幼児学園 

６ 仙石原公園管理事務所 
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５ 箱根地域 

１ 元箱根集会所 

２ 箱根集会所 

３ 芦之湯集会所 

４ 箱根地域スポーツ施設 

５ 箱根幼稚園 

※ 収容人数に応じて優先順位を定めている。 

広域防災拠点 

【第１高射特科大隊(活動拠点)】 

・ 拠 点：湖尻集団施設地区（キャンプ場）と計画する

も、災害の状況に応じて連絡幹部と調整 

・ ヘリポート：箱根地域スポーツ施設運動場（キャンプ場

の場合） 

 

【県西地区災害拠点病院】 

県立足柄上病院、小田原市立病院 

 

【県指定地域(広域支援部隊活動拠点)】 

県立恩賜箱根公園、箱根やすらぎの森、湖尻集団施設地区、 

仙石原小学校、箱根の森小学校、箱根中学校、湯本小学校 

 

（２） 応援職員要請 

ア ニーズの把握、県との調整 

担 当 内 容 様式 

受援係 
・ 応援職員のニーズを把握するため、各班の受援担当に、「応

援職員シート（様式５）」の記入・提出を指示する。 
様式５ 

受援担当 

・ 受援担当は、受援対象業務の実施にあたっての応援の必要

性を確認する。 

・ 「応援職員シート（様式５）」の受援担当、時期及び職員

数を記載し、受援係に提出する。 

様式５ 

受援係 

・ 受援担当から提出された「応援職員シート（様式５）」を

基に、「応援職員要請書（様式６）」を作成し、災害対策本

部に報告する。 

・ 「応援職員要請書（様式６）」のコピーを県（県西地域県政

総合センター）へ要望する。 

様式５ 

様式６ 
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イ 応援職員受入前の準備 

  （ア） 必要な資機材の準備、活動拠点の確保 

担 当 内 容 様 式 

受援担当 

・ 受援担当は、受援係と調整し、各受援対象業務ごとに応援

職員等を受入れる際に必要な資機材や応援職員が活動する執

務スペース（机、椅子等を含む）、インターネット環境を確

保する。その際、感染症対策のため、適切な空間の確保に配

慮する。また、応援職等の宿泊場所の確保が困難となる場合

も想定して、応援職員等に対して紹介できるホテル・旅館を

選定する。（災害時における一時使用に関する協定を締結し

ている施設に対し調整を図る。） 

・ ただし、要請先に調達を依頼する資機材は、あらかじめ「応

援職員要請書（様式６）」の「持参要請資機材等」の欄に必要

な資機材を記入しておく。 

様式６ 

  （イ） 応援職員に要請する業務内容・手順の整理 

担 当 内 容 様 式 

受援担当 
・ 応援職員等に要請する業務内容・手順等をあらかじめ整理

しておく。（応援職員等に資料を配布できるように準備する。） 
－ 

  （ウ） 応援職員等の宿泊場所及び食料等の確保 

担 当 内 容 様 式 

受援係 

・ 応援職員等の宿泊場所及び食料等については、応援側で準

備することが基本であるが、宿泊場所の確保が困難な場合に

備えて、応援職員等に紹介できる宿泊場所や避難所に指定さ

れていない公共施設等をリスト化しておく必要がある。 

－ 

 

ウ 応援職員の受け入れ 

  （ア） 応援職員の受付・業務内容の説明   

担 当 内 容 様 式 

受援担当 

・ 応援職員等の到着を待ち受け、受付を行う。その際に「応

援職員名簿（様式７）」を作成する。 

・受付後、各部・班へ引継ぐ。 

様式７ 

各部・班 

・ 被害状況や業務内容、手順について応援職員等に説明する。 

※ 応援予定と実際の応援内容に相違がある場合、受援係と

適宜調整する。 

－ 
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 （イ） 応援職員の受け入れ完了報告 

担 当 内 容 様 式 

受援担当 
「応援職員名簿（様式７）」を受援係に提出し、受け入れ完

了報告を行う。 
様式７ 

受援係 

・ 受援担当で作成した「応援職員名簿（様式７）」のコピー

またはデータを受け取り、保管する。 

・ 応援受入を完了したことを災害対策本部に報告する。 

様式７ 

 

エ 応援職員の業務調整等 

担 当 内 容 様 式 

各部・班 

・ 応援職員等との情報共有や業務量・業務内容の調整を図る

ため、原則として、毎日、朝礼やミーティングを実施する。 

・ 応援職員等の業務の実施状況を把握し、必要に応じて応援

職員等の追加要請や業務内容の変更の検討、業務実施状況の

改善等を図る。 

－ 

受援担当 

・ 応援職員等の状況を把握し、必要に応じて、各部・班と協

議のうえ、受援係に応援職員等の追加要請等を要「応援職員

管理シート（様式５）」により行う。 

・ 応援職員等との協議により、応援職員等の執務環境が適切

か、派遣されている応援職員等の派遣期間が適切か、業務に

対し応援職員等の人数が適正か等を把握する。 

様式５ 

受援係 

・ 受援担当との『受援調整会議』により、各部・班における

応援職員等の調整を行い、不足する場合は必要人数をとりま

とめ、「応援職員要請書（様式６）」を作成し災害対策本部

に報告する。 

様式６ 

 

オ 業務終了の判断・判定 

担 当 内 容 様 式 

受援担当 

・ 各部・班と協議し、受援業務の進捗状況を踏まえて、受援

の終了時期を検討する。 

・ 応援職員等と協議し、相互の了解のもとで受援の終了時期

を決定する。 

・ 受援の終了を決定する場合は、受援係と情報共有する。 

・ 受援終了後、「応援職員名簿（様式７）」に終了日を記入

し、受援係に提出する。 

様式７ 
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受援係 

・ 受援担当からの応援終了の報告を基に、災害対策本部に報

告する。 

・ 受援終了後、「応援職員名簿（様式７）」に終了日を記入

する。 

様式７ 

 

（３）応援部隊及び応援職員の要請に関する調整会議の開催 

担 当 内 容 様 式 

受援係 
必要に応じて調整会議を開催し、各部受援担当との調整を図

る。 
－ 

受援担当 
受援班が必要に応じて開催する調整会議に参加し、他の受援

担当と情報共有を行う。 
－ 

受援係 調整内容を災害対策本部に報告する。 － 

 

※ 調整会議が必要となる場合 

・ 関係機関（広域応援部部隊）及び応援職員に対する全庁的な方向性の意思決定

が必要な場合 

・ 突発的な受援ニーズが発生した場合は、受援係と各部の受援担当で調整する。 

 

（４）費用負担 

担 当 内 容 様 式 

受援係 
県や応援職員等派遣機関と調整のうえ、実費・弁済の手続き

を行う。 
－ 
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【自衛隊部隊等の派遣要請（記入例）】            【様式１－１】 

箱  第      号 

令和  年  月  日 

 

神奈川県知事 殿 

 

箱根町長  印 

 

 

自衛隊の災害派遣要請書 

 

災害対策基本法第６８条の３の規定により、次のとおり自衛隊の災害派遣要請を依頼します。 

 

 

１ 災害の状況及び派遣要請を依頼する理由 

（１）災害の種類    神奈川県西部地震 箱根町震度６弱 

（２）発生の日時    年  月  日  時  分 

（３）場 所      神奈川県足柄下郡箱根町 

（４）被害の状況    土砂崩れにより家屋倒壊多数 

（５）要請する理由   早急な人命救助の為に広域応援の必要性 

 

２ 派遣を要する期間 

            年 月 日（ 曜日）から年 月 日  当面の間 

 

３ 派遣を希望する区域及び活動内容 

（１）区域    ○○地区、○○地区、○○地区 

（２）活動内容   人命救助（○○地区、○○地区） 

 

４ その他参考となるべき事項 

（１）派遣部隊の宿営（宿泊）地又は宿泊施設の状況 

 

（２）現地における要請者側の責任者及びその連絡方法 
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【自衛隊部隊等の撤収要請（記入例）】            【様式１－２】 

箱  第      号 

令和  年  月  日 

 

神奈川県知事 殿 

 

箱根町長  印 

 

 

自衛隊の撤収要請依頼書 

 

 

   年   月   日災害派遣を受けた部隊等の撤収要請を次のとおり依頼いたします。 

 

 

 

 

１ 撤収要請日時 

    年   月   日（   曜日）    時   分 

 

２ 派遣された部隊 

  陸上自衛隊 第１高射特科大隊 本部管理中隊 

 

３ 撤収を要請する事由 

ライフラインの復旧により一定程度の民生安定が得られたことから、派遣部隊の支援活動を

終了し、その撤収を要請する。 

 

４ その他参考となるべき事項 

なし 
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【様式２】 

受援シート 

１ 受援担当 

部 班  

担当職員  

２ 時 期 

応援が必要

な時期 

発生～１日以内

（優先度Ａ） 

～3日以内 

（優先度Ｂ） 

～1週間以内 

（優先度Ｃ） 

～１ヶ月 

（優先度Ｃ） 

（例）〇   

３ 応援要請内容 

（１）国・県関連 

応援要請先 業務内容 

（例）小田原土木センター （例）国道１号線の啓開 

  

（２）協定関連 

応援要請先 業務内容 

  

  

  

４ 応援必要数等 

必要人数及び期間 （例）国道１号線の啓開完了する当面の間 

備  考 （例）・ 集結地は、〇〇を予定 

● 各班から受援係に提出 ⇒ 受援係は国・県関連のコピーを県（県西地域県政総

合センター）へ提出  

 

【要求先と調整結果伝票】          報告日時  年  月 日     

応援団体 応援可能数 期 間 備 考 
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【
様
式
３
】
 

受
援
管
理
表
（
総
括
）

 

要
請
日
時

 
要
請
先

 
要
請
内
容

 
受
援
内
容

 
そ
の
他

 
応
援
開
始
時
期

 
応
援

 

終
了

 
要
請
業
務

 
必
要
人
数

 
必
要
期
間

 
要
件
等

 
受
入
人
数

 
受
入
期
間

 

（
例
）
 

１
１
月
１
３
日

1
00

0 

（
例
）
陸
上
自
衛
隊

 
（
例
）
人
命
救
助

 
（
例
）
１
コ
中
隊

 
（
例
）
 

当
分
の
間

 

（
例
災
害
対
策
基

本
法
） 

 
 

（
例
）
本
部
へ
連
絡
員
派

遣
 

Ｌ
Ｏ

 

１
１

/1
31

1
00
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【様式４】 

応 援 要 請 書 

箱  第      号 

令和  年  月  日 

 

         様 

 

 

箱根町長   印 

 

 

令和   年   月   日に発生した地震に係る応援について（依頼） 

 

 

標記について （例）災害対策基本法第67条１項  に基づき、次のとおり応援を要請しま

す。 

 

 

 

１ 被害の状況 

（例）町内での広範囲で、震度６強の地震に見舞われ、人的、物的共に被害が多数発生 

 

２ 応援要請の理由 

（例）被害が極めて大きく、本町職員だけでは十分な災害対応が難しいため 

 

３ その他 

（例）応援を要する業務内容や活動場所、必要な人員数、資機材等については、別紙のとお 

  り 

    

箱根町 災害対策本部 

担当者名  

電話番号  

ファクシミリ番号  

メールアドレス  
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【様式５】 

応援職員シート 

１ 受援担当 

部 班  

担当職員  

２ 時 期 

優先順位 

発生～１日以内

（優先度Ａ） 

～3日以内 

（優先度Ｂ） 

～1週間以内 

（優先度Ｃ） 

～１ヶ月 

（優先度Ｃ） 

（例）〇   

応援機関 （例）〇月〇日から〇月〇日 

 

３ 受援対象業務【災害応急対策業務】 

優先 

順位 
業務内容 

必要 

人数 
活動場所 

求める要件 

(経験の有無) 
必要資材等 

１ （例）被害状況の把握 ２ 本部 災害対応経験  

２ （例）救急搬送調整 ２ 〇〇小学校 災害対応経験  

３ （例）医療機関との調整 ２ 〇〇小学校 災害対応経験  

４ （例）救援物資の調整 ２ ○〇出張所 災害対応経験  

５      

６      

７      

８      
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【様式６】 

応援要請書 

業務シート番号  

 

応援要請班 

担当者名  要請根拠 (法律・協定・その他) 

TEL（内線）  要請先  

 

業務名  

応援期間（想定） 年  月  日  ～   年  月  日 

求める応援職員の

要件 

資格（            ）／ 無し 

被災自治体経験       あり／ 無し 

防災部等勤務経験      あり／ 無し 

 災害対応経験        あり／ 無し 

必要人数  

主要な活動場所  

業務内容  

集合場所・時間 

及び経路 
 

持参要請資機材等  

その他  

 

【要請先と調整結果伝票】          報告日時  年  月 日     

団体名 業務名 応援可能数 期 間 備 考 
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【様式７】 

応 援 職 員 名 簿 

※ 各部受援担当者は、各部で保管するとともに、受援係に提出すること 

 

連番 応援団体名 氏名 性別 
応援時期 業務時 

緊急連絡先 開始 終了 

   男・女    

   男・女    

   男・女    

   男・女    

   男・女    

   男・女    

   男・女    

   男・女    

   男・女    

   男・女    

   男・女    

   男・女    

   男・女    

   男・女    

   男・女    

   男・女    

   男・女    

   男・女    

   男・女    

   男・女    

   男・女    

   男・女    

   男・女    

   男・女    

   男・女    

   男・女    

   男・女    
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